
情報通信審議会 情報通信技術分科会 放送システム委員会 

難視対策中継局作業班（第４回） 議事概要 

 

１ 日 時 

  平成１９年１２月７日（金） 午後２時００分～午後４時００分 

 

２ 場 所 

  経済産業省 別館 １０１２会議室 

 

３ 議 題 

（１）前回議事概要の確認 

（２）デジタル放送推進のための行動計画（第８次）の公表について 

（３）委員会報告（案）について 

（４）その他 

 

４ 出席者（順不同、敬称略） 

都竹主任（名城大学）、伊丹主任代理（東京理科大学）、尾崎（長妻（ＮＨＫア

イテック）代理）、今井(電子情報技術産業協会)、太田(勝)（テレビ東京）、太

田(弘)(情報通信研究機構)、奥川（日本アンテナ）、小倉(日本民間放送連盟)、

栗原（ミハル通信）、高橋（小林（電波産業会）代理）、杉浦（マスプロ電工）、

杉本（日本ＣＡＴＶ技術協会）、高橋(暢)（ＤＸアンテナ）、高山（日本デジタ

ル放送システムズ）、中川（テレコムエンジニアリングセンター）、曲渕（日本

無線）、増澤（ホーチキ）、松下（電波技術協会）、森山（日本放送協会）、山

本（八木アンテナ）、渡部（鹿島建設） 

【事務局】山口、戸田、遠藤、竹村（総務省放送技術課） 

 

５ 配付資料 

資料４－１ 難視対策中継局作業班（第３回）議事概要（案） 

資料４－２ デジタル放送推進のための行動計画（第８次） 
デジタル放送推進のための行動計画（第８次）概要 

「デジタル放送推進のための行動計画（第８次）」におけるギャップフィラーの関連記述 

資料４－３ 報告書案に対する構成員からの意見 

資料４－４ 報告書案のポイントと主な変更点 

資料４－５ 情報通信審議会 情報通信技術分科会 放送システム委員会報告（案） 

資料４－６ 今後の予定 

 

６ 議事概要 

代理出席者の紹介及び配付資料の確認が行われた後、以下の議事が行われた。 
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（１）前回議事概要の確認 

難視対策中継局作業班（第３回）議事概要（案）が了承された。 

 

（２）デジタル放送推進のための行動計画(第8次)の公表について 

１１月３０日に公表された「デジタル放送デジタル放送推進のための行動計画（第８

次）」について、事務局より説明があった。 

 

（３）委員会報告（案）について 

ア 報告書案のポイントと主な変更点 

資料４－３～４－５に基づき、報告書案のポイントと、前回会合時からの主な変更

点について、事務局より説明があった。また、一部の項目について、執筆を担当した

構成員から詳細内容について説明があった。説明に対する質疑応答は以下の通

り。 

○ Ｐ．２９／下から３行目、ＭＥＲ（変調誤り率）とあるが、変調誤差比では

ないか。また、Ｐ．３１／最下行、＋５０％（１．７６ｄＢ）のため、１．７

ｄＢではなく１．８ｄＢではないか（資料４－３にも記載あり）。（都竹主任） 

→ 下三桁まで（１．７６ｄＢ）の記載としたい。（太田(弘)構成員） 

○ Ｐ．３３／３「イ 占有周波数帯幅」にて、「全エネルギーの９９％測定」

では端のキャリアがいくつか消えてしまうのではないか。一般的にＯＦＤＭで

は一番端のキャリアのエネルギーの９９％が入るようにとのことで、免許では

５．７ＭＨｚを占有周波数帯幅としている。「全エネルギーの９９％測定」で

よいのか。（都竹主任） 

→ＯＦＤＭを使用した無線ＬＡＮでも全電力の９９％で規定されている。

（中川構成員） 

→無線ＬＡＮはキャリア数が少ないから９９％で問題ないが、放送波はキャ

リア数が多いため検討が必要。（伊丹主任代理） 

○ Ｐ．３３／「３ 測定法」にて、測定方法が第３章（即ち、技術的条件を記

述する章）の中に入っているが、どういった意味合いか。（渡部構成員） 

→ どの章に記述するか、過去の報告書を参考にして補正したい。（事務局） 

○ Ｐ．５３／６「(1)制御機能」に、スケルチとＡＧＣの記述がある。スケル

チが入っていれば所要ＣＮ比を満足しない電波は出力されないので、その場合

ＡＧＣは±２０ｄＢも必要ないのではないか。スケルチとＡＧＣは設計の仕方

によって値が変わってくるものであり、幅を持たせた書き方の方がよい。（杉

浦構成員） 

→ スケルチがあるから、ＡＧＣはこれほど深くなくてもよいということか。
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（高山構成員） 

→ スケルチとＡＧＣの役割は別。例えば、回り込みによる発振がありＡＧ

Ｃにより出力レベルが上がっていき、あるレベル以上になった場合にスケ

ルチによって出力にセーブをかける。また、入力レベルが下がった場合、

ＡＧＣにより－２０ｄＢまで追いかけるが、それ以下の信号になった場合、

スケルチによって出力を停止させる。このまま数字が報告書に記載される

とこのとおりの製品を作らなければならなくなるためメーカーとして困

る。（杉浦構成員） 

→ メーカーの懸念事項として、＋２０ｄＢが入ってきた場合に、前段のプ

リアンプが飽和してしまうことを心配しているのではないか。（＋２０ｄ

Ｂの入力までＡＧＣ機能を働かせようようとした場合、＋２０ｄＢまで完

全に性能を維持したアンプをつけるか、若しくは、プリアンプにてＡＧＣ

を掛ける設計となるが、プリアンプは全チャンネル共通であり飽和してし

まうためそれは技術的に困難）。＋２０ｄＢのところで出力増加を抑える

のは、発振検知で行うこととし、ＡＧＣで行うのはナンセンスであると考

える。（尾崎代理） 

→ 下側の入力を上げた場合、発振しやすくなるため、スケルチが深いのは

問題ありとの考えもある。ポイントを絞った書きぶりに変更したい。（高

山構成員） 

○ 第４章の記述内容について補足させていただきたい。二次的な障害発生の取

り扱いについては、技術基準や規格とはならないが、免許を付与するときの審

査条件として捉えないと制度上、機能しないと考えている。置局した際、二次

的な障害が出るかもしれないが、それは事後の対策で完全に解決できるため問

題ないとの制度にしたいと考えている。制度作りについては、条文案のパブリ

ックコメントを行う予定(来年)であるので、その際にもご意見を頂きたい。（事

務局） 

○ 占有周波数帯幅の測定法(Ｐ．３３／３「イ 占有周波数帯幅」)で－３ｄＢ

低下幅などのスレショールドを低くする等、測定法を厳しくすると、実際のＣ

Ｎ比を確保できる値となるが、見かけ上、エネルギーがスロープにかかってい

る場合には、改善しなければならないため、高価なものになってしまう。（高

山構成員） 

→ 全電力の９９％であり、無線ＬＡＮの場合は、サブキャリアが少ないた

め、問題ないが、放送の場合、サブキャリアが多いためほぼ矩形に近い。

先ほどのご指摘のとおり、９９％で測ると端のキャリアより内側になって

しまう懸念があるので今後調整したい。（中川構成員） 

→ 放送局の設備にはロールオフフィルタは挿入されていないが、そういう
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ことは起きるのか。ギャップフィラー用については挿入することになるの

か。（都竹主任） 

→ 放送においては、基本的に全部出力しているだけであり、ロールオフフ

ィルタは挿入していない。スペクトルマスクが規定されているのであれば、

今の懸念はいらない。（森山構成員） 

→ ＩＭがよいので、占有周波数帯幅の許容値内に収まると考えられる。（曲

渕構成員） 

→ ギャップフィラーの構成が第２章にあるが、そこでは送信部は送信する

だけの部分をいっている。ここでの送信装置（送信部）の周波数偏差・占

有周波数帯域幅、これは発生するとすれば（ヘッドエンド部の）受信部の

方で発生する。スプリアス発射については、送信部、いわゆるＭＣＰＡで

も発生するが、区分けがおかしい。占有周波数帯域幅を制限する機能は受

信部にもたせている製品が多い。送受信部トータルでこのような性能にな

るとの書き方が正しいのではないか。（尾崎代理） 

→ 別途、アンテナメーカーの構成員各位及び中川構成員と打ち合わせを行

い検討したい。（事務局） 

 

イ 全体を通して気付いた点の質疑 

全体に対する質疑応答は以下の通り。 

○ 表題の付け方として、図は下側、表は上側につけるのが一般的である。また、

Ｐ．１０，１１の図1.4と1.5は「表」ではないか。（森山構成員） 

○ Ｐ．４８／「４ 送信チャンネル数」にて、「全波送信することが望まれる」

とあるが、県域局と広域局では受信レベルが異なる。こういった場合の二次的

な障害を最小限にするための解決策はあるのか。（杉本構成員） 

→ 二次的な障害が発生するエリアが変わってくる。条件によって現れ方は

さまざまであり、非常に複雑なモデルとなるので記載は難しい。（尾崎代

理） 

→ それぞれ別のモデルで考えないと、１つのギャップフィラーでまとめて

対策を行うのは回線設計上困難である。（太田(弘)構成員） 

→ 受信障害対策中継放送として地元の方が設置する場合、制度上は全チャ

ンネルを出さなければならないとの規制は無い、また、放送事業者が全メ

ディアを１社で出すことも無い、任意のチャンネルを出すことになる。書

きにくいところではある。（事務局） 

○ Ｐ．５３／６「(2) 監視」にて、「受信者の申告で察知」とあるが、受信者

はテレビを見られなくなった際、何が原因で見られなくなったか受信者自身が
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考えなくてはいけないため、受信者に負担をかけるものである。そういった運

用でよいのか。逆に監視を厳しくすると装置のコストアップにつながってしま

うため、確認としてお聞きしたい。（渡部構成員） 

→ この記述は、装置が壊れている場合を想定して書いたものである。（高

山構成員） 

 

以上の質疑応答の後、都竹主任より、以上の議論を踏まえた内容をもって、本作業

班から委員会への報告とする旨の説明があった。また、今後の字句等の修正につい

ては、都竹主任、事務局に一任いただき、報告の際に使用するプレゼンテーション用

の資料についても、都竹主任と事務局で調整の上、作成することが了承された。 

 

（４）その他    

  事務局より今後の予定として以下の説明があった。 

 

○第10回放送システム委員会（12月12日(水)） 

・作業班から報告(案)を入力 → 報告(案)の確定 

○パブリックコメント 

・12月12日(水)以降速やかに実施 

○第11回放送システム委員会（1月25日(金)） 

・パブリックコメントを踏まえ、報告が確定 

・答申(案)の確定 

○情報通信技術分科会（1月31日(木)） 

・一部答申 

 

以 上 


